
実施期間：２月16日（月）から３月16日（月）

受付時間：（午前の部）８：30～11：30
　　　　　（午後の部）13：00～15：30

※午後の受付終了時間を16：00から15：30に変更します。
※休日の申告相談は行いませんので、ご注意ください。

期間内の申告にご協力をお願いします

●電子申告・郵送での申告にご協力をお願いします。（参照６・７ページ）
●確定申告の内容（参照４ページ）によっては佐久税務署へご案内する
　ことがあります。（原則、所得税の確定申告は税務署です）
●市県民税および所得税のスマホ申告会を開催します。（参照７ぺージ）

・申告相談日程表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ２～３
・市県民税の申告／所得税の確定申告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ４
・申告相談の事前準備のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ５～６
・電子申告や郵送での申告書提出のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ６～７
・その他のお知らせ（スマホ申告会の開催について）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ７
・申告相談に関する問合せ先／税務署からのお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ８

市県民税の申告相談が始まります

令和８年１月
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臼田地区 浅科地区 望月地区

日程
臼田支所 ２階大会議室 浅科支所 １階会議室３ 望月支所 １階会議室

申告相談対象地区 申告相談対象地区 申告相談対象地区
月 日 曜 午前 午後 午前 午後 午前 午後

２　
　
　
月

16 月 湯原 湯原・本郷 塩名田東部 御牧原・百沢・牧布施・式部

17 火 田島・栗ノ木
千曲台・若葉 中小田切 塩名田中部 入布施・抜井

18 水 上小田切
北川勝間 上小田切西 塩名田西部

県営住宅 塩名田舟久保 中居・雁村・大木・藤巻
一の原・長者原・東長者原・中石堂

19 木 湯原新田 滝・緑ヶ丘 御馬寄東部 下之宮・善郷寺・高橋・北春

20 金 臼田中町・旭ヶ丘 泉ヶ丘・城下・宮本 御馬寄西部 上新・金井・堀端・大西・向反

24 火 臼田勝間・城山 上荒・中荒・下荒 御馬寄市営住宅
庄の上 駒寄 竹之城・新田・湯沢・新町

25 水 下小田切・中央 諏訪 上原 宮之入・三明・茂沢
入新町・岩下・入片倉

26 木 横山・稲荷 住吉 上原 下原 長坂・城下・東町・八千代町
神田町・末広町・金井町・栄町・昭明町

27 金 美里 美里・平 下原 本町・上本町・西町
県町・古宮・御桐谷町・吹上町

３　
　
　
月

2 月 伊勢 大奈良 中原 印内・印内原・茂田井・観音寺

3 火 田口中町 丸山・川原宿 八幡上町 片倉・西長者原

4 水 三分 竜岡 八幡本町 比田井

5 木 下越１～２ 下越３～４
下越団地 八幡宮本 八幡大平 天神・協東・協西

6 金 下越５～８ 清川 八幡中町 高呂・大谷地

9 月 原 宮代 八幡桑山 小平・三井

10 火 上中込 上中込・下町 八幡入の沢 鶴沼

指定日に申告できなかった皆さん
（望月地区）

11 水 赤谷・入澤１～３
十日町 三条 矢嶋上 矢嶋下

12 木 入澤４～６ 入澤７～８
月夜平・岩水 御牧原

13 金
指定日に申告できなかった皆さん

（臼田地区）
指定日に申告できなかった皆さん

（浅科地区）
16 月

相談日程表
受付時間：【午前の部】８：30〜11：30
　　　　　【午後の部】13：00〜15：30
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市県民税申告
◯会場の混雑緩和のため、電子申告（eLTAX・e-Tax）または郵送での申告にご協力をお願いします。
◯午後の受付終了時間を16：00から15：30に変更します。
◯本年度より休日の申告相談は行いません。

佐久地区

日程
地区会場

（下記をご確認ください） 佐久市役所　８階大会議室

会場名
申告相談対象地区 申告相談対象地区

月 日 曜 午前 午後 午前 午後

２　
　
　
月

16 月
※地区会場はありません

橋場南・橋場西・橋場東 佐太夫町・中込新町
三家第１・三家第２

17 火 中央区北町第二・町下
町中・町上・肬水・中村

中央区北町第一・松井
相立・苦水・大月・黒田

18 水 浅間会館 住吉町・西本町
稲荷町 荒宿・相生町

※市役所会場はありません

19 木 浅間会館 本町・大和町・花園町　　　　　　　
上の城・一本柳 長土呂・紅雲台

20 金 浅間会館 横根・下平尾
小田井下宿・荒田 上平尾・西屋敷

24 火 野沢会館 本新町・泉野・上桜井
中桜井・下桜井

田町・高柳・跡部
三塚・北桜井

25 水 野沢会館 今岡・沓沢・日向・熊久保・泉
東立科・小宮山・前山南・洞源

平井・糠尾・下平
前山北中・美笹・弥生が丘

26 木 野沢会館 下県西・相浜・大沢下町
大沢中町・大沢新田

下県東・竹田・地家
大沢上町・大地堂

27 金 野沢会館 野沢本町・中小屋
取出町 十二町・原・鍛冶屋

３　
　
　
月

2 月 東会館 志賀下宿・志賀中宿
志賀上宿 安原・駒込 猿久保・猿久保東 伊勢林・駒場

3 火 東会館 新子田 東地・西地・五十貫 瀬戸中･瀬戸南 西耕地・瀬戸東

4 水

※地区会場はありません

平塚・根々井塚原
根々井・大塚

赤岩・常田
上塚原・下塚原

5 木 中央区南町
前林・三石 杉の木・石神・権現堂

6 金 荒家・北口・平賀下宿
平賀中宿・平賀上宿

北耕地・平賀新町・太田部
常和南・常和北・アヴェニュー

9 月 大和田・落合
北岩尾・南岩尾

今井・三河田
横和・白山

10 火

指定日に申告できなかった皆さん
（佐久地区）

11 水

12 木

13 金

16 月
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市県民税の申告
市県民税の申告が必要な方
　令和８年１月１日現在で佐久市に住所がある方、または居住している方は市県民税の申告が必要
です。
　ただし、次の方は、市県民税の申告は必要ありません。
　（１）税務署へ所得税の確定申告書を提出する方
　（２）収入が１か所からの給与または公的年金等のみで、その支払者から市役所へ「給与支払報
　　　告書」や「公的年金等支払報告書」が提出されている方
　（３）収入がなく（非課税所得のみも含む）、市内に住所がある方の扶養親族になっている方

　　※収入のない方でも申告が必要な場合があります。
　・国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入されている方は、収入の有無にかかわらず申告して
　　いただく必要があります。（保険税・料の軽減判定等のため）
　・申告内容は、市県民税の課税資料になるほか、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、
　　公営住宅の家賃算定などの基礎資料にもなります。申告をしないと、各保険料の算定などに影
　　響が出る場合があります。また、所得証明書等の発行のため、市県民税の申告が必要な場合が
　　あります。

所得税の確定申告（佐久市では簡易な申告に限り受け付けできます）
所得税の申告が必要な方
　公的年金、営業、農業、不動産などの収入があり、所得税の納付や還付を必要とする方は、確定
申告をしてください。市主催の申告相談会場では、簡易な内容の確定申告に限り相談を受け付けま
す。
　次のいずれかに該当する方は、市主催の会場では相談を受け付けることができませんので、佐久
税務署での申告または相談をお願いします。（原則、所得税の確定申告は税務署です）

　※上記以外でも、佐久税務署での申告等をご案内する場合がありますのでご了承ください。

・居住用家屋を新築、増築などして、初めて住宅借入金等特別控除を受ける方
・土地・建物の売却による収入があった方　　　　　　
・先物取引に係る収入があった方
・上場株式等の配当・譲渡による収入があった方　　　
・青色申告の方
・令和６年分以前の確定申告　　　　　　　　　　　　
・純損失、雑損失の繰越控除を受ける方
・消費税や贈与税に関する相談のある方　　　　　　　
・雑損控除を受ける方
・亡くなられた方の申告　　　　　　　　　　　　　　
・暗号資産（仮想通貨）の申告



5 広報佐久 別冊 令和８年１月

農業所得、営業所得、不動産所得の申告のある方

申告相談時にご持参いただくもの
対象項目

申告者全員

持ち物・必要書類

給与・年金所得者

雑所得者・一時所得者

社会保険料控除

生命保険料控除

障害者控除

住宅借入金等特別控除

寄附金控除

所得税の確定申告の方

事業（営業、農業、不動産）
所得者

セルフメディケーション税制
（医療費控除の特例）

地震保険料控除
（旧長期損害保険料含む）

医療費控除

源泉徴収票

収入および経費が分かる書類

国民年金保険料などの支払証明書または領収書

保険料の支払証明書

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など

住宅借入金等特別控除額の計算明細書、年末残高等証明書

寄附金の受領書、寄附金控除に関する証明書など

税務署からのお知らせハガキ（税務署から届いた方）
振込先口座が分かるもの（還付を受ける場合）

収支内訳書
※あらかじめ作成のうえ、ご持参ください。

医療費控除の明細書、一定の取り組みを行ったことを
明らかにする書類（健康診断の結果通知書等）

医療費控除の明細書（領収書は不可。参照６ページ）
※あらかじめ作成のうえ、ご持参ください。

マイナンバーカードなどマイナンバーの分かるもの
運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類
市県民税申告書（市役所から届いた方）
前年の申告書の控え（前年に申告されている方）

該
当
す
る
場
合
の
み

必要書類の事前準備をお願いします
　申告相談会場は大勢の方が来場するため、大変混雑します。必要書類の事前準備をしたうえで
ご来場をお願いします

　必要経費の項目ごとに領収書をまとめ、「収支内訳書」を作成しておいてください。
　※青色申告の方は市主催の会場では相談を受け付けることができませんので、佐久税務署での
　　申告をお願いします。
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ｅLＴAX（市県民税申告）・ｅ－Ｔａｘ（確定申告）による
　　　電子申告や郵送での申告書提出にご協力をお願いします

市県民税申告される方
〇電子申告をする場合　
　スマホまたはパソコンから、マイナンバーカードを利用して、eLTAX（エルタックス）*のホー
ムページ、マイナポータルおよび市ホームページを経由して個人住民税の申告手続ができます。
　概要については、個人住民税申告の電子化に係る特設ページをご確認ください。
　　＊eLTAX：地方税ポータルシステムの呼称で、インターネットを利用し、地方税における
　　　手続きを電子的に行うシステムです。

〇郵送により申告書を提出する場合　
　３月16日（月）までに、記入した申告書や各種証明書などを税務課市民税係宛てにお送りくださ
い。内容を照会させていただく場合がありますので、日中連絡の取れる電話番号を必ず記入してく
ださい。添付書類の返却を希望する方は、返信用封筒（宛先を記入し、切手を貼付したもの）を同
封してください。
　申告書は、市役所税務課市民税係、各支所総務税務係、各出張所の窓口にあります。または、市
ホームページからダウンロードしてください。
　例年、証明書等の不備がありますので、郵送前に内容の確認をお願いします。また、マイナンバ
ーカードなどマイナンバーの分かるものと、運転免許証など顔写真付き本人確認書類の写しが必要
です。

【市県民税申告書の提出先】　佐久市役所税務課 市民税係  〒385-8501 佐久市中込3056番地

医療費控除の適用を受ける方

・医療費のお知らせ（医療費通知）について
　健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ（医療費通知）」は、確定申告で使用することが
できます。ただし、通知に記載のない医療費は明細書に記入する必要があります。
　「医療費のお知らせ（医療費通知）」については、各健康保険組合等にお問い合わせください。

　領収書の提示のみでは、医療費控除を適用することができません。あらかじめ「医療費控除の明細
書」を作成し、持参してください。
　明細書には、医療を受けた人、病院、薬局ごとに医療費を計算して記入してください。申告には、
誰がどの医療機関でいくら支払ったかの記入が必要になりますので、あらかじめ領収書の整理をして
おいてください。生命保険や健康保険からの補てん金や公費負担医療等がある場合は、支払った医療
費から差し引かれますので、その金額の確認もお願いします。
　なお、明細書の内容確認のため、税務署から医療費の領収書の提示・提出を求められる場合があり
ますので、領収書は５年間、自宅等で保管してください。
　医療費控除の明細書は、税務課市民税係、各支所総務税務係、各出張所の窓口で配布しています。
または、市や国税庁ホームページからダウンロードしてください。

市県民税の電子申告がスタートします！
個人住民税申告の
電子化特設ページはこちら

https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336
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その他のお知らせ
市県民税申告書をお送りします
　令和７年度分の市県民税の申告をされた方、および申告が必要と思われる方には、１月下旬に市
県民税申告書をお送りします。申告書が届かない方でも、申告が必要な場合は申告をお願いします。

窓口では申告相談を行いません
　申告相談期間中は、市役所税務課窓口および各支所総務税務係窓口では申告相談を行いません。
　相談は、各会場にてお願いします。窓口では申告書の提出のみ受け付けています。

スマホ申告会の開催について
　お持ちのスマートフォンを使用して、佐久税務署・佐久市役所・小諸年金事務所の職員の説明を
受けながら、実際に市・県民税申告または確定申告を行うことができる申告会を開催します。
　これまでスマホ申告を利用したことがない方は、是非この機会に簡単、便利なスマホ申告をして
みませんか。

・開催日時　２月４日㈬　　
　　　　　　午前の部：9：30～11：30　午後の部：13：00～15：00　　　　　　　　
・会　　場　佐久市役所８階大会議室
・対 象 者　給与、年金収入のみの方　　　　　　　
・参 加 費　無料
・申込方法　LINE予約（先着順）※市公式LINE　 
・申込期間　12月25日㈭～１月30日㈮
・持 ち 物　スマートフォン、マイナンバーカードおよび設定したパスワード２種類（数字４桁のもの・
　　　　　　 英数字６～16文字のもの）、申告に必要な書類
・注意事項　以下の３項目の１つでも該当する場合は、事前に佐久市役所にお問い合わせください。
　　　① マイナンバーカードのパスワード２種類のうち、どちらか一方でもわからない方
　　　② 電子証明書の有効期限が切れている方
　　　③ 顔認証マイナンバーカード（署名用電子証明書非搭載のマイナンバーカード）を持っている方

　※詳細は、市ホームページをご覧ください。

確定申告される方
　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくと、自宅のパソコン・タブ
レット・スマートフォンから24時間いつでも申告書を作成できます。作成した申告書は、ｅ－Ｔａｘ
で送信、または印刷して郵送のいずれかにより提出できます。ご不明な点は、国税庁ホームページ
「確定申告特集」をご覧ください。

【問合せ先】
　・事前準備、送信方法、使用方法などｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク
　　電話：０５７０－０１－５９０１
　　受付：月曜～金曜（祝日等および12月29日～１月３日を除く）

【郵送による確定申告書の送付先】
　　〒385-8622　関東信越国税局業務センター佐久分室
　　※郵便番号とお名前をご記載ください。（住所の記載は不要です）

国税庁HPはこちら

https://www.nta.go.jp/
https://www.city.saku.nagano.jp/
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【来署する際にご持参いただくもの】
　・お使いのスマートフォン
　・マイナンバーカードおよび設定したパスワード２種類
　　（数字４桁のもの・英数字６～16文字のもの）
　・申告に必要な書類（収入や控除に関する書類）
　　 例：給与や年金の源泉徴収票、生命保険料等の控除証明書など

申告相談に関する問合せ先
■税務課　　市民税係　　　☎62－3040（直通）
■臼田支所　総務税務係　　☎82－3111（代表）
■浅科支所　総務税務係　　☎58－2001（代表）
■望月支所　総務税務係　　☎53－3111（代表）
※国民健康保険税に関する問合せ　　　　■国保医療課　国保年金係　　☎62－3164（直通）
※後期高齢者医療保険料に関する問合せ　■国保医療課　医療給付係　　☎62－2915（直通）

　１月５日（月）から２月13日（金）までは、佐久税務署内に確定申告会場はありません。
　自宅にて、国税庁ホームページにある確定申告書等作成コーナーからのスマホ申告等をご検
討下さい。

税務署からのお知らせ
■令和７年分の所得税・個人消費税・贈与税について
　　　　　　　　　　　　　税務署での相談をご検討の方へ

国税庁LINE
公式アカウントはこちら

動画で見る
確定申告

確定申告書等
作成コーナー

チャットボット
「ふたば」

　確定申告会場開設期間は２月16日（月）から３月16日（月）までです。確定申告会場での相
談は、国税庁LINE公式アカウントによるオンライン事前予約をお願いします。なお、会場に
おいて当日受付も行っておりますが、当日の相談枠に限りがありますので、オンライン事前
予約をご利用下さい。
　※土・日・祝日は、申告相談を行っておりません。
　※確定申告会場ではマイナンバーカードを使用したスマホ申告を行っています。
　※確定申告会場開設期間以外は、事前予約制です。予約なくお越しいただいても対応できません。

■確定申告会場開設期間

申告に困った時は

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/smsp/top#bsctrl
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sakusei/douga.htm
https://www.chat.nta.go.jp/?utm_source=leaflet_qr
https://www.nta.go.jp/line/



